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●●教育キーワード●●	

キーワードの後部に「★」のついたものは、昨今頻出する用語です。 
 

学校教育関係  
学習指導要領とは	 ★	

次期学習指導要領	

文部科学省は 29 年３月に小・中学校・30 年 3 月に高等学校の新学習指導要領を告示	

した。改訂のポイントは以下の通り。	

①	子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を育成することを 重要課題にし、その資質・能力とは何かを	

社会と共有・連携する「社会に開かれた教育課程」を実現する。	

②	知識の理解の質を高め、資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」	

を推進する。	

③	すべての教科等について、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力（学習意欲）」の３つの柱で

再整理した。	

④	各学校において「カリキュラム・マネジメント」を確立する。	

⑤	教育内容においては以下のことを充実する。	

ア．言語能力の確実な育成	

イ．理数教育の充実	

ウ．伝統や文化に関する教育の充実	

エ．道徳教育の充実	

オ．体験活動の充実	

カ．外国語教育の充実	

キ．主権者教育、消費者教育、防災・安全教育などの充実	

ク．情報活用教育（プログラミング教育を含む）の充実	

	

アクティブ・ラーニング	 ★	

「アクティブ・ラーニング」とは、能動的な学習」のことで、授業者が一方的に知識伝達をする授業スタイルではなく、

課題研究やＰＢＬ（プロジェクト・ベースド・ラーニング）、ディスカッション、プレゼンテーションなど、学生や生徒

の能動的な学習を取り込んだ授業を総称する用語。	

全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省では、学校教

育法等に基づき、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準を定めています。これを「学習指導

要領」といいます。	「学習指導要領」では、小学校、中学校、高等学校等ごとに、それぞれの教科等の目標

や大まかな教育内容を定めています。また、これとは別に、学校教育法施行規則で、例えば小・中学校の教科

等の年間の標準授業時数等が定められています。各学校では、この「学習指導要領」や年間の標準授業時数等

を踏まえ、地域や学校の実態に応じて、教育課程（カリキュラム）を編成しています。	
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情報化やグローバル化の進展に伴い、従来のような知識習得型では、これからの社会に生きる人材を育成できないとの

問題意識から、自ら学び考える、そして、知識以外の多様な能力をもつ人材の育成をめざす。	

大学では 2012 年の中教審答申以降、急速に導入が進んだ。また、2014 年 11 月の次期学習指導要領改訂の諮問におい

てアクティブ・ラーニングの導入について言及・強調されたが、公示された新学習指導要領においては、「主体的・対話

的で深い学び」（いわゆるアクティブ・ラーニング）という表現に変更された。	

	

いじめ防止対策推進法	 ＋	 いじめ防止基本方針	 ★	

平成 25 年のいじめ防止対策推進法の施行から３年が過ぎて見直しの時期を迎えたことから、文部科学省は 29 年３月

16 日、生命・心身・財産に重大な被害を及ぼしたり、不登校をもたらしたりする重大な事態が起こった際の対応ガイド

ラインを新たに策定し公表した。同時に国のいじめ防止基本方針も改定し、同日付で通知を発出し、全国の教育委員会・

学校に対して対応を求めた。	

重大事態発生時の対応ガイドラインは、これまで、同法施行後、一部に不適切な対応があったことを踏まえて作ったも

ので、事実関係の解明に向けた調査の方法、配慮事項を中心に解説した。その前提として、これまで各地の教育委員会が

重大事態と見なして対応した具体例を挙げている。	 	 	 	

国の基本方針は、従来と同じように総論をまとめた本編と、より具体的な方針を示した「学校におけるいじめの防止、

早期発見、措置のポイント」に分かれる。「措置のポイント」では、新たに性同一性障害などＬＧＢＴと呼ばれる性的特

性について記述を加えた。教職員の理解推進などを求めている。また、東日本大震災で避難・転校した児童・生徒への配

慮も求めた。	

文部科学省は、教職員間での情報共有が不十分だった場合に処分の対象になる可能性について盛り込むことを検討して

きたが、有識者会議による議論を経て、「特定の教職員が、情報を抱え込み、対策組織に報告しないことは、同法の規定

に違反し得る」とするにとどめた。	

	

学校のメンタルヘルスチェック	 ★	

学校でもストレスチェック（労働安全衛生法施行）	

①	29 年 6 月に改正された「労働安全衛生法」が本年 12 月から施行されるのに伴い、多くの学校でも「ストレスチェッ

ク」が義務付けられる。同法では、「心理的な負担の程度を把握するための検査」を義務づけており、各省庁ではこの

検査を「ストレスチェック」と呼んでいる。法令をつくった厚労省は、調査紙に記す質問内容を例示しているが、具

体的な内容は事業者（公立学校の場合は教育委員会）が決める。文部科学省は、すでに今年 5月、「12 月 1 日からスト

レスチェックを行わなければならない」旨の通知を出した。	

②	同法は、「すべての事業場」でストレスチェックを行うよう求めているが、「常時 50 人未満の労働者を使用する事

業場は当分の間努力義務」とする例外規定を設けている。文部科学省によると、学校の場合も、1校当たりの教職員

数が 50 人未満であれば、例外に該当する、としている。	

実施義務は教育委員会にあるが、受けるかどうかは本人が決める。検査を受けた人が、結果に基づいて医師によ

る面接指導を希望した場合、事業者は面接指導を受けられるようにしなければならない。本人に義務化しなかった

のは、すでにストレスを多く抱えている人に配慮したためだが、法令をつくった厚労省は、できる限り全員が受け

ることよう勧告している。	

	

問題行動・不登校調査	  
① 文部科学省は 10 月 28 日、2016 年度の「問題行動・不登校調査」結果（速報値）を公表した。	
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それによると、全国の小・中・高校などで 2016 年度に認知したいじめの件数が、前年度比９万 8676 件増加したこと

がわかった。同省が今年３月、いじめ把握の方針を改めたことで、学校が積極的に認知したためと見られる。	

②	同調査によると、いじめの認知件数は、小学校 23 万 7912 件（前年度比８万 6229 件増）、中学校７万 1309 件（同

１万 1807 件増）、高校１万 2874 件（同 210 件増）などで、特に小学校で急増した。	

いじめ自殺が後を絶たないことから、文部科学省は今年３月、自治体や学校の対応策を示す「いじめ防止基本方針」

に「けんかやふざけ合いでも、いじめの有無を確認する」と加え、各教育委員会に通知した。これにより各学校で

積極的ないじめの認定が進み、大きく件数が増えたと見られる。	

③ いじめの態様のうち、「パソコンや携帯などで誹謗・中傷やいやなことをされる」例が 1万 783 件と、2011 年			度

に比べて３倍以上に急増しており、「ネットいじめ」の実態が浮き彫りになった。	

④	不登校児童・生徒数は、小・中学校とも４年連続で増加し、小学校３万 1151 人（前年度比 3568 人増）、中学校 10	

万 3247 人（前年度比 4839 人増）。小学校では児童数が年々減少しているにもかかわらず過去 多の人数。中学校は

過去 多に迫る。在籍児童・生徒数に対する不登校児童・生徒数の比率は小・中学校とも過去 高（小学校 0.48％、

中学校 3.01％）。いる。	

不登校になった原因は（小・中学校計）、「家庭に関わる事情」（４万 6004 人、34.2％）、「いじめを除く友人関係

をめぐる問題」（３万 3799 人、25.1％）、「学業の不振」（２万 6340 人、19.6％）、「入学・転編入学・進級時の不適

応」（8171 人、6.1％）などだが、「教職員との関係をめぐる問題」が、前年度比 237 人増の 3653 人（2.7％）いる

のは気にかかる数字。また、「いじめ」が原因のものは 692 人（0.5％）と予想外に少なかった。	

⑤ 	同調査では、「暴力行為」についても調べている。	

⑥ 	暴力行為の発生件数は、全体で５万 9457 件（前年度５万 6806 件）、校種別では、小学校２万 2847 件（同１万 7078

件）、中学校３万 148 件（同３万 3073 件）、高校 6462 件（同 6655 件）と、中・高校では減少している一方、小学

校では急増している。	

加害児童・生徒数は、全体で５万 7901 人（前年度５万 5967 人）、校種別では、小学校１万 9754 人（同１万 5088

人）、中学校３万 490 人（同３万 2758 人）、高校 7657 人（同 8121 人）と、こちらも中・高校では減少しているが、

小学校で急増している。	

⑦ 「自殺の状況」については、全体では 244 人（前年度比 29 人増）で、校種別では、小学校４人（前年度４人）、中

学校 69 人（同 56 人）、高校 171 人（同 155 人）と、こちらは中・高校で増加している。	

自殺の内、いじめが原因とされたのは 10 人（同９人）。	

	

インクルーシブ教育（インクルージョン教育）	 ★	

子どもたちの能力はさまざまである。勉強が得意な子もいれば、苦手な子もいる。インクルーシブ教育（インクルージ

ョン教育）とは、そのような特別な教育的ニーズをもつ子どもたち（多様な学習者）に対して、通常学級においてなされ

る適切な教育を指す。単純な統合（インテグレーション）ではなく、特別な教育的ニーズ（文化的・民族的マイノリティ、

経済的なハンディキャップ等も含む）に対して必要な教育を施すことで、通常学級への包摂・包容（インクルージョン）

を目指している。 

背景には特別な教育的ニーズを持つ子どもが、社会的に分断されがちな現状があり、これを打開するための動きとして

インクルーシブ教育（インクルージョン教育）が位置づけられている。 
 
オリンピック教育・パラリンピック教育	 	 	

文部科学省は、2020 年東京五輪・パラリンピックに向け、小・中・高校などの学習指導要領に「パラリンピック教育」
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を盛り込んだ。児童・生徒に障害への理解や障害者との共生について学ばせるのがねらいで、2018 年度からの実施をめ

ざす。パラリンピック教育を行うのは、社会や国語、体育のほか、道徳や総合的な学習の時間など。東京五輪の意義や、

世界各国での障害者スポーツの現状を児童・生徒に伝え、障害を乗り越えて戦うパラリンピックの姿を教科書でも取り上

げる。一部の学校では、すでにパラリンピアンと交流する授業などを行っており、来春から使用される中学の教科書にも

記載が盛り込まれるが、学習指導要領に明記することで必修化し、一過性の関心に終わらせないようにする。2016 年度

から施行される障害者差別解消法と連動させるねらいがあると見られる。	

文部科学省は、中教審で審議中の次期学習指導要領の改訂案に盛り込むことにしており、新学習指導要領自体は 2020

年度から実施されるが、パラリンピック教育は、大会前の 2018 年度から先行実施する方針。また、新学習指導要領では、

現在、戦後史の一部などとして取り上げられている程度の「五輪」についても、教育内容を拡充する予定。	

デジタル教科書	 	 ★	

	 平成 32 年度から実施される新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、特別

な配慮を必要とする児童生徒等の学習上の困難低減のため、学習者用デジタル教科書を制度化する「学校教育法等の一部

を改正する法律」等関係法令が平成 31 年４月から施行されます。これにより、これまでの紙の教科書を主たる教材とし

て使用しながら、必要に応じて学習者用デジタル教科書を併用することができることとなります。	

 

 
 
 
小学校英語の教科化	 ★	

小学校の英語は、ゲームなどで楽しく学ぶ教科外の「外国語活動」として、現在は５、６年でそれぞれ年間 35コマ実

施されている。 

平成 32年の改訂から小学校の英語は、「外国語活動」が３、４年生となり、５、６年生は年間 70コマに増やした上で、

正式な教科になる。この実施に際しては授業時数確保と指導者育成の課題がある。英語力向上は学校教育全体にかかる問

題であるだけに、これらの課題をどう解決するかが重要な検討内容になっている。 

 

プログラミング教育	 ★	

	 子どもたちに、コンピューターに意図した処理を行うように指示することができるということを体験させなが

ら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」など

を育成するもの。	

「プログラミング的思考」とは、じぶんが意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが
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必要	

であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように

改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力。	

	プログラミング教育を通じて目指す育成すべき資質・能力とは、	

	【知識・技能】	

身近な生活でコンピューターが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気づくこと。	

	【思考力・判断力・表現力】	

発達の段階に即して、「プログラミング的思考」を育成すること。	

	【学びに向かう力・人間性等】	

発達の段階に即して、コンピューターの動きを、よりとい人生や社会づくりに生かそうとする態度を涵養すること。	

	 ＜小学校段階に「おけるプログラミング教育の実施例＞	

	 	 「総合的な学習の時間」自分の暮らしとプログラミングとの関係を考え、そのよさに気付く学び。	

	 	 「理科」電気製品にはプログラムが活用され条件に応じて動作していることに気付く学び。	

	 	 「算数」図の作成において、プログラミング的思考と数学的な思考の関係やよさに気付く学び。	

	 	 「音楽」創作性の IC ツールを活用しながら、音の長さや高さの組合せなどを試行錯誤し、音楽をつくる学び。	

	 	 「図画工作」表現しているものを、プログラミングを通じて動かすことにより、新たな発想や構想を生み出す学び。	

	 	 「特別活動」クラブ活動において実施。	

	 ※実施のために必要な条件整備等	

	 	 ・ICT 環境の整備	

	 	 ・教材の開発や指導事例集の整備、教育研修の在り方	

	 	 ・指導体制の充実や社会との連携・協働	

	

STEAM 教育	

	 STEAM 教育とは、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（ものづくり）、Art（芸術）、Mathematics（数学）

の 5つの単語の頭文字を組み合わせた造語で、これら 5つの領域を重視する教育方針を意味します。この教育方針の目的

は、現実の問題を解決に導く力や今までにないものを創造する力を育むことです。	

	 文部科学省は高等学校時代から STEAM 教育を導入していく方針で、高等学校を学生が社会の変化に対応できる能力を身

につける場にしようと考えています。	

	

その思考の基盤となる STEAM 教育をすべての生徒に学ばせる必要があるとしています。	

また、同省は大学においても STEAM 教育の導入を試みています。大学の学部にかかわらず、STEAM やデザイン思考などの

教育が十分に提供できるよう、教育プログラムの見直しを促進していく方針です。	

	

ICT 活用推進	

総務省は、教育分野での ICT 利活用を推進することを目指し、平成 22 年度より、児童生徒 1人 1 台のタブレット PC 等を

配備し、情報通信技術面の実証研究を行う「フューチャースクール推進事業」に取り組んでおり、平成 24 年度も、小学

校 10 校・中学校 8 校・特別支援学校 2 校の実証校において、文部科学省「学びのイノベーション事業」と連携して同一

の実証校で実証研究を実施しました。また平成 25 年 5 月にはマイクロソフト社など９社が小中学校教育の ICT 化を目的

とする「Windows クラスルーム協議会」を設立。今後は具体的な取り組みとして、タブレットデバイス、学習者用デジタ
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ル教材や電子黒板などが体験できる教職員向けセミナーや ICT 利活用に関する研修、ICT 教育を進める教育委員会の技術

的サポート、定期的な情報交換会などを提供する予定。	

	

EdTech	

	 EdTech とは、Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ（教育）とＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（科学技術）を組み合わせた造語です。	

子供が使う教材にパソコンやスマホ、タブレットを用いたり、紙のテキストからオンラインに接続されたデジタル端末で

テキストを読んだり、授業動画を見たり、ドリルを解いたりできるような技術を開発する取り組みを指します。	

	 実は、EdTech と ICT 教育はそれぞれまったく別の業界の言葉です。EdTech は主にビジネス領域において、教育と IT

を用いた革新的なビジネスの取り組みを指します。一方、ICT 教育は ICT を活用した教育方法のことを指します。EdTech

と ICT 教育にはビジネス領域と教育方法という言語背景の違いがあります。	

EdTech はテクノロジーを活用して教育に革新的な変化を起こすような意味合いが強くなっています。一方 ICT 教育で

は、教育現場に ICT 技術を使用するという意味合いが強く、高度な問題解決手法としての意味合いはあまり強くありませ

ん。	

	 	

活用力	

学習指導要領の学力観について、中央教育審議会は「新しい時代の義務教育を創造する」（平成 17 年 10 月）の中で、

基礎的・基本的な知識・技能の育成（いわゆる習得型の教育）と、自ら学び自ら考える力の育成（いわゆる探究型の教育）

の重要性が打ち出した。その上で、基礎的・基本的な知識・技能を確実に定着させることを基本とし、こうした理解・定

着を基礎として、知識・技能を実際に「活用する力」の育成を重視する、とした。	

こうした提起を受けて、平成 19 年に学校教育法が改正され、30 条 2 項に以下の規定が定められた。	

学校教育法 30 条②	 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得

させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体

的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。	

これまで教育の「内容・方法」について定める条文が存在していなかっただけに画期的な規定であると言えるだろう。こ

の趣旨は、新学習指導要領でも「総則」において以下のように示し、これからの教育を充実していくための学力観を明確

に打ち出している。	

「学校の教育活動を進めるに当たっては、…基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を

解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくむとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、

個性を生かす教育の充実に努めなければならない」。	

	

学校評価	 	

	 平成 10 年の中教審答申、平成 12 年の教育改革国民会議報告以降、教育における規制緩和・地方分権化が進むとともに、

各学校は、我が校の経営責任を明確にし、当該地域や保護者への説明責任を果たすことが求められるようになった。こう

したことを受けて、平成 14 年に小・中学校設置基準（省令）が制定され（高等学校設置基準は一部改正）、学校の自己点

検・評価が努力義務として法定化された。	

	 その後、文部科学省は、各学校の取り組みを踏まえ、平成 18 年 3 月に「義務教育諸学校における学校評価ガイドライ

ン」を作成し、学校における内部評価と外部評価の２つの評価方法を軸に、評価項目、結果の公表方法を例示し、このガ

イドラインに沿って各学校は学校評価に取り組んできたが、文部科学省は、学校評価の更なる充実をめざし、平成 19 年

6 月に学校教育法を改正し、新たに法律レベルで「学校評価」の規定をおくとともに、省令を改正して従前の努力義務か
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ら完全義務化とした。また、学校の内部評価の結果をもとに保護者・地域住民による評価（関係者評価）を行うことを努

力義務として併せて法制化している。ガイドラインは平成 22 年 7 月に改定され、「適切に説明責任を果たして保護者や地

域住民等の理解と参画を得て学校づくりを進めていくため、自己評価や学校関係者評価に加えて、第三者評価を導入する

ことにより、学校評価全体の充実を図る」として、学校に対する第三者評価に係る内容が追加された。	

	

カラーユニバーサルデザイン	

色のユニバーサルデザイン。色の見分けがつきにくい、いわゆる色弱者への配慮や工夫をした環境づくりのこと。色弱者

は男性の 20 人に 1 人で存在することから、学校ではクラスに 1 人が色弱の子どもと考えられる。そのようなことから、

学校現場でも様々な角度からのカラーユニバーサルデザインへの取り組みが強く求められるようになってきている。	

	

カリキュラム・マネジメント	 ★  
	 教育課程の管理。学校が創意工夫を生かした特色ある教育活動を進めるためには、学校は地域や学校の実態等に即し、

学校の特色を生かした適切な教育課程を編成、実施していくことが重要となる。このため、学校においてカリキュラム・

マネジメントを効果的に展開するための手立て、カリキュラムの自己点検・評価に関する手法の開発など、カリキュラム・

マネジメントを円滑に行うために必要となる知識等を習得することが課題となっている。 

 

カリキュラム・マネジメントは学校の組織力を高める観点から、学校の組織及び運営の見直しを求めるものであり、次の

ような側面がある。 

①	 各教科等の教育内容を相互の関連性で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標の達成に必要

な教育の内容を組織的に配列していくこと。 

②	 教科内容の質の向上に向けて、子どもたちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課程を編

成し、実施し、評価して改善を図る一連の PDCAサイクルを確立すること。 

③	 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせ

ること。 

	

キャリア教育	 	

	 キャリア教育とは、望ましい「職業観」「勤労観」及び職業に関する知識や技能を身につけさせるとともに、自己の個

性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育を行うこととされている。とりわけ小・中学校においては、

キャリアが子ども達の発達段階やその発達課題の達成と深く関わりながら、段階を追って発達していけるよう支援してい

くことが重視されている。このことを踏まえ、今後子どもたち一人ひとりのキャリア発達を支援し、それぞれにふさわし

いキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てる教育が推進されることが求められている。	

こうした動きを踏まえ、文部科学省は、「将来子どもたちが直面するであろう様々な課題に柔軟かつたくましく対応し、

社会人・職業人として自立していくためには、子どもたち一人ひとりの勤労観・職業観を育てるキャリア教育を充実する

必要がある」として、平成 23 年 4 月より全面実施の小学校学習指導要領にも盛り込まれている。	

	

協同学習	

協同学習とは、小集団を活用した教育方法であり、子どもたちが共に学習することでお互いの学力を高めようとするも

の。小集団では「互恵的な相互依存」、「個人の責任」、「平等な参加」、「活動の同時性」が重視されている。学力向上、集

団での人間関係の改善などの効果が報告されており、多くの小中学校で実践されている。また、アメリカでは 19 世紀か
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ら実践されており、多民族で構成された集団、障害のある子どもを含む集団など、さまざまな対象に活用されている。	

	

授業のユニバーサルデザイン	 	

	 教科教育に特別支援教育の視点を取り入れることで、クラス全員が「わかる・できる」授業づくりを目指した指導法を

指す。例えば特別な支援が必要な Aさんのための指導の工夫が理解力はあるけれど、十分理解できていない Bさんのため

にもなる。この時 Aさんに対する指導の工夫や配慮は、そのままクラス全員の子どもが、楽しく「わかる・できる」指導

へと繋がる。「授業のユニバーサルデザイン研究会（代表	 筑波大学附属小学校	 桂	 聖教諭）」が本指導法を研究、実践

している。主に小学校国語科の指導を中心に研究・実践を繰り返しているが、近年では社会、算数、理科なども研究・実

践対象としている。特に若年層の教員からの支持が高く、今後の動向が注目される指導法である。	

	

主権者教育	

選挙権年齢の引き下げを機に、社会参加や選挙の意義といった主権者教育を小学生から段階的に行うことを検討、その

前提として、一部の学校に見られる偏った教育現場の見直しも検討する。具体的には、義務教育での政治的中立の確保に

関する臨時措置法について、適用範囲を高校まで広げる法改正を議題とする見通し。また、教職員の政治活動を制限して

いる教育公務員特例法に罰則規定がないため、同法改正も取り上げる予定。さらに、投票に関する学習機会の充実を重視

し、未成年者が保護者と投票所内に同行することを禁止した公職選挙法の改正なども取り上げる。	

	

小・中学校の統廃合	

文部科学省は、2015 年 1 月、公立小・中学校を統廃合する際の基準を 60 年ぶりに見直し、学校の適正配置についての

手引きを公表した。統廃合の基準は、1955 年に出された通知では、●12～18 学級を標準、●通学距離は小学校４キロ、

中学校６キロが限度―とされてきたが、事実上は地元の判断に委ねられてきた。少子化により、地方で学校規模が縮小し、

現在は公立小・中学校約３万校の約半数が標準の 12 学級を下回る。６学級未満も 4000 校を超える。財務省の試算では、

全校が 12 学級以上になるよう機械的に基準を適用すると 5000 校が減る。教員数は小学校だけで１万 8000 人減が見込ま

れ、300 億円が浮く計算。	

通学はこれまで徒歩を前提にしていたが、新しい「手引き」では、約 18万人がスクールバスを利用している現状を踏

まえ、交通機関の利用も提示。統廃合の際に、距離と時間のどちらを基準にするかは自治体の判断となり、通学圏を大き

く広げることが可能になる。12 学級を下回るケースは、学級数別に自治体が検討する際の考え方を示す。例えば、全校

で６学級未満の小学校など、違う学年が一緒に学ぶ場合は、速やかに統合を含めた対策を講じるよう求める。一方、統合

が不可能な地域も多いため、小規模のままで教育内容を充実する対策もあげる。小・中学校の一体化を進めることや、イ

ンターネットを通じて他校と合同授業をすることなどを提案する。	

	

初年次教育	

高校までの教育からの移行がうまくいかなかったり、基礎的な知識・能力が身についていないためにドロップアウトす

る学生が増えていることを背景に、高校までの学習内容を補習したり、日本語の正しい使い方、論文・レポートの作り方、

資料の収集方法、プレゼンテーションのやり方など、大学での学習に必要な基本的な能力や技術を獲得させるための教育。

導入教育ともいわれる。2010 年の調査では、85%の大学で導入・実施されている。	

高校までの学習内容の補習は「リメディアル教育」とよばれるが、これも初年次教育に含まれる。	

	

スタートカリキュラム	
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子供は、発達の段階に応じて様々な対象と直接的、間接的に関わりながら学んでいる。 

	 幼児期の教育は、５領域の内容を遊びや生活を通して総合的に学んでいく教育課程等に基づいて実施されているが、児

童期の教育は、各教科等の学習内容を系統的に配列した教育課程に基づいて実施されている。このことが幼児期と児童期

の教育の大きな違いと言える。そこで、子供が新しい学校生活に円滑に移行していくためのスタートカリキュラムが必要

となる。 

	 スタートカリキュラムとは、小学校に入学した子供が、 幼稚園・保育所・認定こども園などの遊びや生活を通した学

びと育ちを基礎として、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を創り出していくためのカリキュラムである。つまり、

ゼロからのスタートではない。 

	 入学当初は、学びの芽生えから自覚的な学びへと連続させることが大切であり、生活科を核として楽しいことや好きな

ことに没頭する中で生じた驚きや発見を大切にし、学ぶ意欲が高まるように活動を構成することが有効である。 

『スタートカリキュラム	 スタートブック』 

文部科学省	 国立教育政策研究所	 教育課程研究センター	 平成 27年 1月 

	

絶対評価	

	 子ども達の学習評価は指導要録に記載されるが、小・中学校においては従来相対評価により学習評価が行われてきた。

この評価方法は、集団の中での相対的な位置づけによって、子どもの学習状況を見るという数理的な客観性を持つ一方で、

テストの結果などにより機械的に評価されるため、学級内の子ども達を序列化するといったマイナス面もみられた。そこ

で、平成 10 年版の学習指導要領に基づく学習評価においては、基礎的・基本的な内容を確実に習得し、子ども達一人ひ

とりの良い点や可能性、進歩の状況について直接把握することが重視され、絶対評価が採用されることとなった。しかし、

絶対評価は評価規準に到達しているかに応じて行われるため、各学校が作成する評価規準自体の信頼性が問われている。	

	

全国学力・学習状況調査	 ★	

	 文部科学省が、原則として国公私立の小 6、中 3 の児童・生徒全員を対象に行う国語・算数（数学）・英語（31 年 4 月

に開始）のテスト。全国で一定の教育水準が保たれているかを把握して課題を明らかにし、教育指導の改善を図ることが

目的である。主として知識・技能に重点が置かれた A問題、主として活用力に重点が置かれた B問題からなる。全国調査

は 1960 年代にも行われていたが、競争をあおるとの批判から廃止された。第 1 回目の学力調査は、平成 19 年 4 月 24 日

に行われるとともに、児童生徒と学校を対象に、勉強への意欲や生活習慣、授業方法などを尋ねる質問用紙での調査も併

せて実施された。平成 22 年まで実施された４回のテスト結果からいえることは、例えば、小学校国語において、出題さ

れた学習内容についてはおおむね理解していると考えられるものの、「知識・技能を活用する力」に課題がある、として

いる。同様の結果は、小学校算数においても見られ、今後の課題として浮き彫りにされた。平成 23 年は東北地方太平洋

沖地震の影響で、調査自体が中止になった。平成 24 年 4 月 17 日に実施されたテストでは、従来の国語と算数・数学に加

え、初めて理科が実施された。理科では観察・実験の場面から多く出題され、「知識・技能」と「活用力」	を一体的に問

う形式の調査となった。	

また、平成 22 年以降抽出方式で進められてきた学力テストは、平成 25 年 4 月 24 日に全国の小中学校で一斉に実施され、

計 30,962 校、約 228 万７千人が参加した。	

	

ＴＡＬＩＳ（ＯＥＣＤ教員調査）	

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が、日本を含む 34 か国・地域の中学校教諭・校長に関する調査によると、日本の教員

は、指導への自信が参加国・地域の中で も低い一方、勤務時間は も長かった。	
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教員に対して、学級運営や教科指導などについて、指導がどの程度できているか、自信の度合いを尋ねた。「非常によ

くできている」「かなりできている」の割合の合計を比べると、12 項目すべてで参加国・地域中、 低だった。「勉強に

あまり関心を示さない生徒に動機づけする」では 21.9%で、平均の 70.0%の 1/3 以下。「生徒の批判的思考を促す」は 15.6%

（平均＝80.3%）、「生徒に自信をもたせる」は 17.6%(同 85.8%)だった。「課題や学級活動にＩＣＴを用いる」は、9.9%(同

37.5%)。一方、１週間の勤務時間は、53.9 時間（平均＝38.8 時間）で 長。内訳を見ると、部活動などの課外指導が 7.7

時間（同 2.1 時間）、一般事務が 5.5 時間（同 2.9 時間）と飛びぬけて長かった。授業は 17.7 時間で平均（19.3 時間）

を下回った。	

日本の中学校 192 校の校長への調査で目立ったのは、満足度の低さ。「学校での仕事の成果に満足している」かについ

て、「非常に当てはまる」「当てはまる」を選んだ人の合計は 59.8%。参加国・地域（平均＝94.5%）で も低かった。「も

う一度仕事を選べたら校長になりたい」も、平均 86.9%	に対して 61.2%で 低だった。校長調査の内訳でも日本は特異な

傾向があり、女性校長の割合は 6.0%(平均＝49.4%)で も低かった。年齢別では、50 歳代が 80.4%を占め、参加国・地域

中で２番目に高い。平均年齢も 57.0 歳と高く、平均（51.5 歳）を大きく上回った。直近の１年間に校長が「頻繁に」ま

たは「非常に頻繁に」とった行動では、「教員が生徒の学習成果に責任を感じるような取組み」が 32.6%（平均＝75.5%）、

「教員が指導能力の向上に責任をもつような取組み」は 38.9%（同 68.6%）といずれも 低。「授業を観察した」は、66.8%

で、平均(49.0%)を上回った。	

多忙な中で教員が授業に集中できず、自信ももてないという状況の中で、日本から広がったといわれる「授業研究」は、

他国に比べてさかんに行われていた。「授業研究」は、教員がほかの教員らに授業を公開して検討会を開き、改善方法な

どを教員同士が学び合うもので、調査では、「他の教員の授業を見学し、感想を述べる」ことをどのぐらい行っているか

について、「年に２～４回」「週に１回以上」など、「行っていない」以外の回答が 93.9%と も高かった。また、「生徒が

授業を妨害して時間が失われる」について、「当てはまる」「非常によく当てはまる」と答えたのは 9.3%で も少なかっ

た。「教室内はとても騒がしい」(13.3%)、「授業を始める際、静かになるまで待つ」(14.7%)も平均の半分以下。校長と同

様に、教員についても女性の割合が低く、平均 68.1%に対して 低の 39.0%で、２番目に低いメキシコの 53.8%を大き

く上回った。	

	

「チーム学校」	 ★	

教師と事務職員の役割分担を見直すとともに、児童心理や福祉の専門家などを積極的に受け入れるなど、学校をいわば

一つのチームとして活性化させようという構想。いじめや不登校、保護者からのクレームへの対応、貧困家庭の子どもの

支援、地域との連携など、教育現場の業務は授業以外にも多岐にわたり、それらが教師の多忙化の原因にもなっているこ

とはＯＥＣＤの調査でも明らかになった。業務の内容を再点検し、事務職員や専門スタッフにまかせられる仕事はまかせ

ていくことによって、教師が授業の準備をする時間や、子どもと向き合う機会を増やし、指導の充実につなげるのがねら

い。 

平成 27 年 7 月 16 日時点、チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（チームとしての学校・教職員の在

り方に関する作業部会	 中間まとめ）の報告でそのポイントがまとめられている。	

①	 専門性に基づくチーム体制の構築	

	 （教員、事務職員、専門スタッフ等が連携・分担し、それぞれの専門性を発揮できる体制の構築）	

	 制度関連	

●心理的・福祉的な専門スタッフ	

	 →スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを法令に位置づける	

	 ●教員以外に、部活動の指導、顧問、単独での引率等	



34 

	 	 →部活動支援員（仮称）等を法令に位置づける	

	 ●地域との連携の推進	

	 	 →地域連携担当教職員（仮称）を法令上明確化	

	 予算関連	

	 ●アクティブ・ラーニングの実施や特別支援教育等に対応	

	 	 →必要な教職員定数措置の拡充	

	 ●スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを将来的に教職員定数として算定し、国庫負担の対象とするこ

とを検討	

	 ●部活動支援員（仮称）を任用する際の研修について検討	

②	 学校のマネジメント機能の強化	

	 	 校長がリーダーシップを発揮できる体制の整備	

③	 教員一人一人が力を発揮できる環境の整備	

	 	 教職員の人材育成や業務改善等の取り組みを推進	

 

文部科学省	 チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（チームとしての学校・教職員の在り方に関する作

業部会	 中間まとめ） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/052/sonota/1360372.htm 

	

パフォーマンス評価（performance	assessment）	

ある課題に対して、児童生徒が身に付けた能力を発揮して行った行動を教師が観察し、学力が表現されているかどうか

を実際に確認して評価することをパフォーマンス評価という。技能系の教科だけではなく、あらゆる教科で取り入れるこ

とができる。	

パフォーマンス評価に用いる課題（パフォーマンス課題）には、小論文やレポート、絵や図表、デザインなどの完成品に

よって評価するもの、口頭発表や演技、器具の操作などの実技・実演を評価するものなどがある。	

「思考・判断・表現」の評価は、それぞれの教科の知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力等を児童生徒が身に付けているかを評価するものであることから、パフォーマンス評価が適している。	

	

ルーブリック評価	

現在、大学や初等中等教育の現場で用いられるルーブリックとは、左列に評価指標（学習活動に応じたより具体的な到

達目標）と、上の行に評価指標に即した評価基準（レベル）が書かれた配点表（表	1、表	2）のことを意味します。評価

指標と評価基準に囲まれたセルには、それぞれの評価指標ごとにどの程度達成できればどのくらいの評点を与えるかのパ

フォーマンス（行動や内容）の特徴が記述されます。そして、これを用いた成績評価方法をルーブリック評価、あるいは

ルーブリックを用いたパフォーマンス評価と呼んでいます。		

	評価指標と評価基準によって達成水準が明確になることから、通常のテスト法では評価が困難な「思考・判断」や「関

心・意欲・態度」、「技能・表現」の評価に向くとされています。	

	ルーブリックを用いると、そこに採点基準が厳格に書いてあり、ルーブリックの該当箇所にチェックを入れるだけです

から、 後まで決してぶれずに採点でき、	かつ採点時間がかなり短縮されることになります。それは言い換えると、成

績評価の一貫性と公平性が確保されることであり、加えて学生の学習状況や修得状況が正確に把握できるということです。

つまり、ルーブリックは授業改善に役立つ道具にもなるというわけです。	
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反転授業	

現在、学校では「授業を受けること」が主流だが、「反転授業」では、授業を受けることは「宿題」となる。教師や学

校は、説明型の授業・講義を動画として用意し（授業ビデオ）、それを生徒が宿題として家庭などで閲覧しておく。学校

での授業時間は、生徒たちが予習で得た知識を応用して問題を解いたり、議論を行ったりする。ふだん解けないような難

しい問題に挑戦する時間にしたり、グループ学習やアクティブ・ラーニングを行ったりする。	

2007 年頃からアメリカの公立学校教師の実践がきっかけで学校現場に草の根的に広がり、近年は大学や企業でも導入

されている。 近、日本でも大学を中心に導入が始まったが、佐賀県武雄市では小学校でも取り入れている。	

	

ＰＩＳＡ型読解力	 ★	

	 平成 19 年 12 月に OECD が実施した PISA2006 の調査結果が公表された。それによれば、日本の子ども達の学力のうち、

「科学的応用力」が 2位から 6位へ、「数学的応用力」が 6位から 10 位へ後退した。なお、「読解力」についても 14 位か

ら 15 位へと後退するという結果となっている。	

	 この PISA 型「読解力」とは「Reading	Literacy」の訳であるが、「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達さ

せ、効果的に社会に参加するために、書かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」と定義されている。	

	

ＰＩＳＡとＴＩＭＳＳ	

	 PISA は、経済協力開発機構（OECD）が実施している「生徒の学習到達度調査」、TIMSS は、国際教育到達度評価学会（IEA）

が実施している「国際数学・理科教育動向調査」をいう。後者は児童生徒が学習した教科内容の理解度や定着度がどの程

度かを明らかにすることをねらいとするが、前者は児童生徒が将来の社会参加や生活上の力を子ども達がどの程度身につ

けているからを探ることをねらいとする。つまり PISA は学校で学習したことが卒業後にどれだけ働く知識や技能となる

かという観点から問題が設定されている。したがって測定されるのは教科に関する“能力”ではなく“リテラシー”と表

現される。	

	

ポートフォリオ評価	

	 子どもが自分自身の学習の記録をファイルし、自ら評価活動をする方法。従来の評価のあり方や考え方とは大きく異な

り、子どもの主体性を重視する。現在の学習指導要領で「総合的な学習」が導入されたため、一気に注目を浴びることと

なった。	

	

メディア・リテラシー	

情報（新聞やテレビなど）を正確に読みといて必要な情報を引き出し、真偽を判断して主体的に活用する能力のこと。社

会の情報化の進展に伴い、こうした能力を子どもたちに育成する必要性が高まっている。海外などでは、授業のカリキュ

ラムに取り入れているところもある。	

	

教育制度・行政関係	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

学校における働き方改革について	 	 ★	

社会の急激な変化が進む中で、子供が予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力

を育成するため、学校教育の改善・充実が求められています。また、学習指導のみならず、学校が抱える課題は、より複
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雑化・困難化しています。	

	 このような中、教員勤務実態調査（平成 28 年度）の集計でも、看過できない教師の勤務実態が明らかとなりました。	

	 このため、文部科学省では、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに、その人間性や創造性を高

め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようにすることを目的として、学校における働き方改革を進

めております。	

	 学校における働き方改革については、中央教育審議会で議論が行われ、平成 31 年（2019 年）1 月 25 日に答申が取りま

とめられました。文部科学省としては、答申も踏まえ、学校と社会の連携の起点・つなぎ役として、学校における働き方

改革のための取組を進めていきます。	

	

ＳＤＧｓ	

ＳＤＧｓ「Sustainable	Development	Goals」の頭文字をとったもの。	

	 環境破壊、貧困、テロ、気候変動、自然災害など地球規模の過大が増大し複雑化する中で持続可能な社会の構築に向け

た取り組みが世界全体で重要となっている。	

	 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（ＭＤＧs）の後継として、2015 年 9

月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの

国際目標である。貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会など、持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・

169 のターゲットから構成されており、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組む普遍的なものであり、日本として

も積極的に取り組んでいるところである。	

ＥＳＤ	

ＥＳＤとは、「Education	for	Sustainable	Development」の頭文字をとったもので、日本では「持続可能な開発のため

の教育」と訳される。「現代社会の様々な課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むことにより、それら

の課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出し、それによって持続可能な社会を創造していくことを目指す学習

や活動」と定義されている。つまり、「持続可能な社会づくりの担い手を育む」教育といえる。	

1960 年代以降、「持続可能な開発」などをテーマとする国際会議がもたれ、特に 2002 年の持続可能な開発に関する世

界首脳会議において、日本が提案した「ＥＳＤの 10 年」（ＵＮＤＥＳＤ）が、国連第 57 回総会において決議され、2005

年～2014 年までを「ＥＳＤの 10 年」として、ユネスコが主導する形で世界的な取り組みが進められている。	

こうした動きを受けて日本国内でも、日本ユネスコ国内委員会を中心に取り組みが進み、学校教育については、第２期

教育振興基本計画にＥＳＤが盛り込まれたり、現在の学習指導要領にも持続可能な社会の構築の観点が入れられている。

現場でもそれを受けた取り組みが進められたり、特にユネスコスクールがその拠点校として指定されている。	今年は「Ｅ

ＳＤの 10 年」の 終年に当たっていることから、ユネスコ世界会議が名古屋市と岡山市で開かれることが決まっている。	

	

Society5.0 に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わる～」	 	 ★	

林芳正・文部科学省大臣が座長を務める有識者懇談会は、このほど新たな教育改革案をまとめ、公表した。情報社会の

次に来る「Society5.0」（超スマート社会）という将来の社会に応じた教育の方向を描いたもので、「特に優れた才能をさ

らに伸ばす教育」「高校と地域の協働による地方創生」などの課題に応じた施策を掲げている。	

懇談会は、林大臣の下、鈴木寛・大臣補佐官（座長代理）、太田昇（岡山県真庭市長）、大橋弘（東京大経済学研究科教

授）、杉山将（理化学研究所革新知能統合研究センター長）、原田曜平（博報堂ブランドデザイン若者研究所リーダー）な

ど 11 名で構成。	

この有識者懇談会の前提となる問題意識としては、「ＡＩ技術等の発達により、定型型業務や数値的に表現可能な業務
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は代替可能になる。それにより、産業や働き方に大きな変革をもたらす社会が出現する中で、どのような学びが必要か、

求められるのはどのような人材なのか」ということがある。	

報告の中では、これからの社会で求められる力や人材としては以下のようなことを挙げている。	

●文章や情報を正確に読み解き、対話する力	

●科学的に思考・吟味し活用する力	

●価値を見つけ、生み出す感性と力、好奇心・探究力	

●技術革新や価値創造の源となる飛躍的知を発見・創造する人材	

●技術革新と社会課題をつなげ、プラットフォームを創造する人材	

●様々な分野においてＡＩやデータの力を 大限に活用し展開できる人材	 等	

上記を受けて、各学校段階では以下のような課題や改革の方向性を示した。	

【小・中学校】	

●ＰＩＳＡの調査でも全体に髙い到達水準にある一方、家庭環境や情報環境の変化の中で、文章や情報の意味を理解

し思考する読解力に課題がある。●貧困の連鎖を断ち切り、すべての子どもたちに Society5.0 時代に求められる基

礎的な力を確実に習得させる必要がある。	

【高等学校】	

●在籍生徒が普通科７割、専門学科３割。普通科の中では文系７割という実態があり、多くの生徒が特定の教科を（あ

るいは特定の教科しか）学ばずに卒業するのが現実。今後は生徒一人ひとりが、Society5.0 における自らの将来の

姿を考え、それを実現するために必要な学びが能動的にできる多様な学びの場に、高等学校を転換していく必要が

ある。	

●ＳＴＥＡＭ教育（Ｓ＝Science、Ｔ＝Technology、Ｅ＝Engineering、Ａ＝Art、Ｍ＝Mathematic）やデザイン思考を

重視する。	

【小・中・高等学校全体を通して】	

●基礎的読解力、数学的思考力などの基盤的学力や情報活用能力をすべての児童・生徒が習得する。これらは新学習

指導要領でも重視されており、着実な実施が必要。	

●データ・サイエンスや統計教育を充実する。	

【高等学校卒業から社会人時代】	

●新たな技術の出現により、学びの方法や場所、内容について、従来よりも格段に多様化する。低コストで国内外の

授業を受講したり、単位を取得することが容易になり、真の意味での生涯学習社会が実現する。学校のみが学びの

場という概念をもつべきではない。	

●高等教育段階において、中等教育段階までに取り組まれている学びや様々な社会経験も踏まえて、各校の特性に応

じて Society5.0 を生きる自校の学生にどのような力を身に付けさせるか、その教育をどう提供するか、その成果は

どうか、などを検証すべきである。	

本改革案における具体的な施策では、高校関連に具体的な提案が多い。その一つが、より高度な科目内容を生徒個人の

興味・関心・特性などに応じて履修できるようにする「ワールド・ワイド・ラーニング・コンソーシアム」の創設。高校

在学中に現在の高校教育のレベルを超えた高度な内容を学べる仕組みで、現在の「スーパーサイエンスハイスクール（Ｓ

ＳＨ）」をさらに先進的・先端的にするようなイメージ。各都道府県に少なくとも１校ずつを今後 10 年の間に設置する予

定。	

高校関連では、地域人材の育成をめざす「地域高校」の創設も盛り込まれている。立地する市町村をはじめ、高等教育

機関や企業、医療介護施設などと連携して、地域に関する科目を必修として設けることなどを掲げている。	
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併せて、コミュニティ・スクールになった都道府県立高校は、学校運営協議会に市町村の首長や教育長を委員とするよう

求めることを義務化し、都道府県と市町村の連携促進を図る。	

さらに、現在の大学入試センター試験の後継となる大学入学共通テストで、「情報」を出題科目に加える方向で検討する

こととした。	

	

英語教育	 	

小学校では英語を教科に格上げし、中学校では英語による英語授業を行い、グローバル人材を求める政財界の強い意

向を反映した形で実施。	

実施計画の骨子は以下。	

○小学校は５・６年で教科（週３時間程度）、３・４年で教科外活動（週１、２時間程度）として実施	

○小学校英語は専科教員を活用	

○中学校は「英語で授業」を基本	

○高校は発表や討論形式を導入	

○高校卒業時の目標を現在の「英検準２級～２級」から「２級～準１級」に引き上げ	

○教員の研修を強化。英語教育推進リーダーの配置や外部人材の活用	

○都道府県別に英語力の高い教員の割合を公表	

○2018 年度から先行実施	

	

消費者教育の充実		

政府は３月 20 日の閣議で、平成 30 年度から５年間について定めた消費者教育推進計画を決定した。小・中学校に関し

ては、すでに新学習指導要領で消費者教育に関する学習内容を充実させており、その実施を求めた。	

	 教員が指導力を身に付けるために、免許更新講習の活用なども掲げた。	

高校については、新学習指導要領についての中教審答申にふれ、家庭科で消費生活に配慮した意思決定能力の育成が求

められていることを強調している。	

	 今回の計画は、成人になる年齢を満 20 歳から満 18 歳に引き下げる法案の閣議決定と連動するもので、	

選挙権年齢の引き下げに伴い高校生が投票権者になることも視野に入れ、特に高校では、2020 年までにす	

べての高校で消費者教育を行うよう求めた。教科場面では、公民科と家庭科が中心となる。高校新学習指	

導要領の解説では具体的に書き込む予定だが、現行学習指導要領内でも実施していくよう、通知を発する	

ことにした。	

当面高校 1年生での実施を想定。平成 30 年度からの３年間を強化期間とし、完全実施をめざす。	

教員養成課程、現職教員研修などを通した指導者への啓発については、消費者庁と文部科学省が今後の方針をまとめる

が、免許更新講習の内容項目に盛り込む見通し。また、消費者教育の実施状況についても今後調査する予定。	

	

教員免許更新制	 	

	 一律に 10 年間とする方向を基本とし、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に

必要な刷新（リニューアル）を図ることを目的として平成 19 年 6 月に教育職員免許法が一部改正され、教員免許更新制

が制度化された（平成 21 年度より施行）。教員養成部会は、これまでの審議を「教員免許更新制の運用について（報告）」

（12 月 25 日）にまとめ、公表している。	

	 例えば、①教員免許状の有効期限を一律に 10 年間とする、②免許更新の手続きについては教員免許状の有効期限内に
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免許更新講習を受講し、修了の認定を受けることとする、③更新に係る受講時期と講習時間については有効期限の満了前

の直近 2 年間程度の間に受講することとし、講習時間については、 低 30 時間程度とする、④更新の要件を満たさない

場合には教員免許状は更新されずに失効することとしている。	

	 なお中教審教員養成部会の報告を受け、文科省は平成 20 年 4 月教員免許更新講習に関する開発事業を全国の 100 余り

の大学に委託。各大学では、平成 20 年度に教員免許取得 10 年目にあたる教員を中心に上記講習内容を「予備講習」とし

て実施。平成 23 年には全国の 451 大学で必修・選択あわせて 6、500 以上の講習が実施され、延べ人数で 30 万人以上が

受講した。	

	

教育機会確保法	 	

不登校の子どもたちが通うフリースクールや家庭など、小・中学校以外での学びを義務教育の制度内に位置づける法案

を、超党派の議員連盟の立法チームがまとめた。今国会に提出し、成立する見通し。法案は、「多様な教育機会確保法案」

で、議連には自民、民主、維新、公明、共産などが加わり、5月中に法案を国会に提出する予定。背景として、不登校の

小・中学生が依然約 12 万人と高止まりしている現状を踏まえ、昨年 7 月の教育再生実行会議第 5 次提言で、フリースク

ールなどの位置づけを検討するよう提言した。それを受けて文部科学省は、フリースクールなどで学ぶ子どもを支援する

方向で有識者会議を設置して検討を重ねた。その報告をベースに、法案は「多様な教育機会の確保」という理念を掲げ、

対象を「様々な事情によって学校で教育を十分に受けていない子」と定めた。	

今回の法案は、場所を限らずに、保護者が子どもに一定水準の教育を受けさせた場合、義務教育とみなすもので、「学

校一辺倒の教育に風穴を開けたい」（馳浩・立法チーム座長）というねらいがある。実現すれば、子どもたちが自分に合

った学びの場を選べ、教育委員会も子どもの状態を確かめながら支援できる。ただ一方で課題も多い。	

●	教育の質をどう保証するのか	

●	個別の学習計画を教育委員会がどう判断するのか	

●	過去に、子どもへの暴行（死者も）が問題になったフリースクールもあり、そうした施設をどう見分け、排除する

のか	

●	 卒業認定はだれが行うのか、など、具体的な制度設計の課題は多い。実現すれば、義務教育の場を学校に限った

現行法令以来 70 年ぶりの大転換となる。不登校の子どもに学校復帰のみを求めてきた政策も見直すことになる。	

	

コミュニティ・スクール	 	 ★	

コミュニティ・スクールとは、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、一緒に協働しながら子どもたち

の豊かな成長を支えていく「地域とともにある学校づくり」を進める仕組。コミュニティ・スクールに指定された学校に

は「学校運営協議会」が設置され、教育委員会から任命された保護者や地域の住民などが、一定の権限と責任をもって、

学校運営の基本方針を承認し、教育活動について意見を述べることを通じて、学校の様々な課題解決に参画することがで

きる。地域の学校をコミュニティ・スクールに指定するには、学校、保護者、地域住民の意向を踏まえて、 終的には学

校を設置する市町村の教育委員会が決定する。	

コミュニティ・スクールの数が 3,600 校（平成 29 年 4 月 1 日）から、1,832 校増の 5,432 校（平成 30 年 4 月 1 日現在）

となり、平成 29 年 3 月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、学校運営協議会の設置が努力義

務化されたこの 1 年間で設置校は 1.5 倍になりました。学校設置者としては、全体の 3 割にあたる 532 市区町村及び 18

道府県の教育委員会（学校組合を含む）が導入しており、こちらも前年の 367 市区町村及び 11 道県から約 1.5 倍に増加

しています。	

		 特に、高等学校のコミュニティ・スクールは前年の 65 校から 382 校となり、5倍以上となりました。域内全ての高等
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学校への計画的な設置に向けた取組も見られるようになっています。例えば、熊本県では、すべての県立学校（特別支援

学校を含む）に学校運営協議会を設置し、熊本地震の教訓を生かした防災の取組を、学校と地域とが一体となって進めて

います。また、神奈川県では、平成 31 年度までに全ての高等学校への協議会設置が計画され、高校生に主体的に地域に

関わらせるなど、魅力ある学校づくりを推進しています。	

今後、高等学校においては、新学習指導要領のポイントである「社会に開かれた教育課程」を実現するとともに、大学進

学等で地元を離れる若者に、地域への理解を深める学びを充実するため、学校運営協議会制度を生かした地域との積極的

な対話による学校経営が進むことが期待されます。	

		 また、特別支援学校のコミュニティ・スクールについても前年の 21 校から 106 校と 5 倍になっています。特別支援学

校と地域の連携・協働体制の構築が進むことで、障害に対する社会の理解が進み、共生社会の実現が期待されます。	

		 このように、コミュニティ・スクールの仕組みを活用した新たなコミュニティの創造がなされつつあります。	

	

障害者差別解消法	 	

平成 19 年に「障害者の権利に関する条約」の批准以来、それまでの障害者基本法の差別の禁止原則を具体化するため

に、平成 25 年に新しく制定された「障害を理由とする差別の解消に関する法律」（通称「障害者差別解消法」）として、4

月より発効するもの。法の趣旨は、「すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら、共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進する」ことを目的としている。	

同法では、公的機関に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の不提供の禁止」という形で、障害者に

対する支援を義務付けたほか、企業など民間にも努力義務を課している。	

文部科学省は、教育分野における対応指針を昨年 9月にまとめ公表しているが、その中で挙げている具体例の主なもの

は以下。	

【不当な差別的取扱い】	

障害者であることを理由に、以下の取り扱いを行うこと。	

●	学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、窓口対応を拒否し、または対応の順序を劣後させるこ

と。	

●	学校の入学の出願の受理、受験、入学、授業等の受講や研究指導、実習等、校外教育活動、入寮、式典参加を拒む

ことや、参加のために正当な理由のない条件をつけること。	

●	試験等において、合理的配慮を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学習評価の対象から除外したり、評価に

おいて差をつけたりすること。	

【合理的配慮】	

●	管理する施設・敷地内において、車椅子利用者のためにキャスター上げ等の補助をし、または段差に携帯スロープ

を渡すなど。	

●	移動に困難のある学生等のために、通学のための駐車場を確保したり、参加する授業で使用する教室をアクセスし

やすい場所に変更したりすること。	

●	聴覚過敏の児童生徒等のために、教室の机・椅子の脚に緩衝材をつけて雑音を軽減する、視覚情報の処理が苦手な

児童生徒等のために、黒板まわりの掲示物等の情報量を減らすなど、個別の事案ごとに特性に応じて教室環境を変

更すること。	

●	学校、文化施設等において、板書やスクリーン等がよく見えるように、黒板等に近い席を確保すること。	

●	入学試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文

字、音声読み上げ機能の使用等を許可すること。	
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● 知的発達の遅れにより、学習内容の習得が困難な児童生徒等に対し、理解の程度に応じて視覚的にわかりやすい教材を

用用意すること。 

●	治療等のために学習できない期間が生じる児童生徒等に対し、補講を行うなど、学習機会を確保する方法を工夫す

ること。	

●	読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、授業や試験でのタブレット端末等のＩＣＴ機器使用を許可したり、

筆記に代えて口頭試問による学習評価を行ったりすること。	

	

※同法では、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明」があり、「実施に伴う負担が過

重でない」場合、「障害者の性別、年齢及び障害の状態」に応じた合理的配慮を行うよう求めている。	

	

司書教諭	

「朝の読書運動」に代表される読書指導の充実とあわせ、学校における情報教育推進の一翼を担うメディア専門職とし

ての役割を果たし、教育用ソフトウェアやそれを活用した指導事例等に関する情報収集や各教員への情報提供を行うなど、

司書教諭は学校図書館法上においても図書館の中心的な役割を担う者として位置づけられている。	

	 司書教諭の設置については、これまで当分の間猶予することとされてきたが、司書教諭の養成・発令を一層促進するた

め、平成 15 年 4 月 1 日以降、12 学級以上の公立学校において必ず配置することとされた。このため、平成 15 年度を境

に司書教諭の数は約 10 倍にはねあがっている。	

	

市町村費負担教職員	

	 これまでは、構造改革特別区域法 17 条に基づく以外には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を根拠とする県

費負担教職員制度により、市区町村が給与を負担して独自に教職員を任用することができなかった。しかし、市町村立学

校給与負担法が一部改正され（平成 18 年 4 月 1 日施行）、今後は構造改革特別区域法 17 条に基づくことなく、市区町村

が独自に教職員を任用できることとなった。具体的には義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律な

どに基づき、都道府県が定める教職員定数に応じて配置される教職員の給与等については、都道府県が負担することを明

確にし、その他の教職員については、学校教育法 5条の規定に基づき、市区町村が給与を負担して任用できるようになっ

たのである。	

	

小・中一貫教育の制度化	

校長を 1人とし、教員が原則小・中学校の両方で教えられる「義務教育学校」	

小・中学校のそれぞれに校長と教員が配置される「小・中一貫型小学校・中学校（仮称）」の２タイプの一貫校を、自治

体が設置できる。	

小・中一貫校は、義務教育の 9年間を小・中で区切らずに一貫したカリキュラムをつくったり、小学校高学年から教科担

任制を導入したりすることで、学力向上や「中１ギャップ」の解消をめざす。「義務教育学校」は、教員は原則、小・中

学校両方の教員免許をもつ。学校施設は、同じ敷地内にある「一体型」を想定し、学年を「４・３・２」や「５・４」な

どに区切れるようにする。一方、「小・中一貫型小学校・中学校」は、既存の小・中学校の校長、教職員組織、学校施設

を保ちながら 9年間を一貫したカリキュラムで教える。両タイプとも、中学校の学習内容を一部小学校で取り入れるなど

して、発達段階に応じた教育が可能になる。	

平成 28 年度から制度がスタートした。	
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共同学校事務室の制度化		 	

学校事務に関しては、平成２９年３月の学校教育法改正により、事務職員の職務権限が、「事務に従事する」から「事

務をつかさどる」に改められたことが大きくクローズアップされ、事務職員の関心も高い。	

一方、同時期に地方教育行政法改正により、「共同学校事務室」が制度化されたことも特筆される出来事である。	

学校事務の共同化自体は、1998 年の中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」で、学校事務を効率的に執

行する観点から「特定の学校に複数の事務職員を集中的に配置して複数校を兼務させることや、共同実施するセンター的

組織を設置することにより、学校事務・業務の共同実施を推進するための方策を検討すること」と提言されたことが契機。	

提言に沿って文部科学省は、1999 年から事務職員の加配措置により学校事務の共同化を誘導し、各地の教育委員会も

学校事務の共同化に積極的に取組んだ。その結果、2014 年度の市町村における共同化の実施率は、域内の一部実施も含

めて 48.8％に及んでいる（全事研調べ）。	

その後、2015 年の中教審答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」において、「チーム学校」政

策の一環として、学校事務の共同化のための法的整備の必要性が提言された。この提言に基づいて、今回の法改正がなさ

れたものであり、上記の「つかさどる」への変更も、共同事務室の実現のために、事務職員がより主体的・積極的に校務

運営に参画し、マネジメント機能を強化することをめざすためである。	

同学校事務室制度化に関わる法改正の主なポイントは以下。	

〇 教育委員会は、２以上の学校に係る事務を共同処理するための組織として、指定する２以上の学校のうちいずれ

か一つの学校に共同学校事務室を置くことができる（47条の５、１項）。 

〇 共同学校事務室に室長及び所要の職員を置く（同２項）。室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる（同３項）。 

〇 室長及び職員は、事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てる（同４項）。県費負担事務職員を充てる場合、

都道府県教育委員会の同意を得る必要がある（同法施行令 7条の 3）。 

〇 共同学校事務室で処理する学校事務は、△教材、教具その他の備品の共同購入、△教職員の給与、旅費の支給、

△その他教育委員会規則で定める事務（同施行令 7条の 2）。 

	

教員のストレス状況調査	

中央教育審議会の「学校における働き方改革特別部会」は、このほど、教員のストレス状況に関する調査結果を報告し

た。それによると、抑うつや不安を測る指標の値は小・中学校ともに校長、副校長・教頭よりも教諭のほうが高く、高ス

トレス状態とされる水準を上回った。また、教諭について年代別に見ると、若い人ほど指標の値が高く、メンタルヘルス

の状況が「不良」となった。男女別では、女性のほうが強くストレスを感じていた。	

抑うつや不安を測る指標（Ｋ６）の平均値を学校種別、職種別に見ると、小学校では校長が 3.57、副校長・教頭が 4.47、

教諭が 5.49、養護教諭が 5.34、栄養教諭が 5.34 であった。Ｋ６の値が 5点以上の場合、高ストレス状態が示唆されると

いう。	

同様に中学校では校長が 3.72、副校長・教頭が 4.45、教諭が 5.69、養護教諭が 4.88、栄養教諭が 6.53 であった。	

小・中学校ともに、職位が上がるほどＫ６の点数が低くなっている。逆に、仕事の裁量度や達成感、有意味感などの指

標は、職位が上になるほど値が大きくなる傾向が見られた。	

６点以上の場合に不眠が示唆される指標（ＡＩＳ）の値は、小学校の場合、校長が 4.20、副校長・教頭が 5.20、教諭

が 5.33、中学校では、校長が 4.48、副校長・教頭が 5.12、教諭が 5.71 だった。	

教諭のストレス状況を年代別、男女別に比べると、年代が若いほうが高く、男女別では女性が高い傾向を示した。中学

校の 20 台の女性が 7.1 と も高かった。	

教諭について、週当たりの勤務時間別にメンタルヘルスの状況を分析したところ、小・中学校ともに勤務時間が長く
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なるほどストレス状況が悪化する傾向が見られた。例えば、小学校女性教諭の場合、勤務時間が「40 時間未満」の人の

Ｋ６値が 4.2 だったのに対し、「70 時間以上」の人は 7.7 だった。	

一方、中学校教諭に限ってストレス状況と部活動との関係を調べたところ、顧問の有無や担当する部活の実施日数が、

Ｋ６の値に大きな影響は与えていなかったが、担当する部活に必要な技能を備えているかどうかがストレスと強い関連

があることがわかった。	

	

スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）	 	

急速にグローバル化が加速する現状を踏まえ、社会課題に対する関心と深い教養に加え、コミュニケーション能力、問

題解決能力等の国際的素養を身につけ、将来、国際的に活躍できるグローバル・リーダーを高等学校段階から育成するこ

とを目的として、平成 26 年度より５年間の事業として 56 校が指定された。	

	 事業内容は、「国際化を進める国内の大学を中心に、企業、国際機関等と連携を図り、グローバルな社会課題を発見・

解決できる人材や、グローバルなビジネスで活躍できる人材の育成に取り組む高等学校を『スーパーグローバルハイスク

ール』に指定し、質の高いカリキュラムの開発・実践やその体制整備を進める」というもの。	

具体的な取組み例として以下の内容をあげている。	

○グローバル・リーダー育成に資する課題研究を中心とした教育課程の研究開・実践	

○グループワーク、ディスカッション、論文作成、プレゼンテーション、プロェクト型学習等の実施	

○海外の高校・大学等と連携した課題研究に関するフィールドワーク、成果発表等のための海外研修	

○帰国・外国人生徒の積極的受け入れ、大学との連携を通じた外国人留学生とのアカデミックなワークショップ	

○大学との連携を通じた、課題研究内容に関する専門性を有する帰国・外国人教員の活用	

	

スーパー食育スクール	

学校における食育を充実するため、関係機関・団体との連携による食育のモデル実践プログラムを構築する「スーパー

食育スクール」事業を、文部科学省は平成 26 年度より開始した。26 年度指定校として、33 事業 42 校を決定した。学校

種別では、小学校 26 校、中学校８校、高等学校５校、中高一貫校３校。	

事業目的は、小・中・高校と大学や企業、生産者、関係機関などが連携し、食育を通した学力向上、健康増進、地産地

消の推進、食文化理解など、食育の様々な効果について、科学的データに基づき検証することを通して、食育の一層の充

実を図ること。	

	

スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール（ＳＰＨ）	 	

近年の科学技術の進展等に伴い、産業界で必要な専門知識や技術が高度化するとともに、従来の産業分類を超えた複合

的な産業が発展してきたことを背景に、それらに対応した高度で実践的な教育が必要との問題意識のもとに、先進的な専

門教育を行う高校として、「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール」を、平成 26 年度より 10 校指定した。指定

期間は３年間（ 大５年間）。	

ＳＰＨは、５年間の専攻一貫教育や、大学・研究機関との連携など、進んだ取組みを通して、高度な知識・技能をもつ

職業人を育成する。	

実践内容は、○特色あるカリキュラム編成（実験・実習、課題研究等）、○技術開発研究の推進、○高度な技術・技能

の習得、○高度資格への挑戦、○他学科との連携など。	

	

「スマートスクール」構想を推進（文部科学省）	
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文部科学省は 2 月 15 日、第 3 期教育振興基本計画の策定を視野に入れた「2020 年代に向けた教育の情報化に関する

懇談会」（座長＝清水康・東京工業大学名誉教授）の初会合を開いた。ＩＣＴを活用した教育や校務システムを導入した

「スマートスクール」（仮称）構想に基づく具体的な取組みをスタートするため、4 月中には「教育情報化加速プラン」

（仮称）を策定する。 

「スマートスクール」構想では、ＩＣＴを使ったアクティブ・ラーニングの実施方法や、学習履歴を活用した個別指導

の在り方などを検討する。加えて、授業や校務でのＩＣＴ環境整備に向けた議論を加速させる。例えば、校務システムに

関する必要な機器やシステムを整備し、安定した運用方法のほか、民間企業による学校や教育委員会への支援の在り方な

ども話し合う。 

このほか、貧困連鎖の解消に向けた学習支援や、無線ＬＡＮを活用した避難所の防災情報基盤強化も課題に挙げられた。 

校務システムに関しては、平成 25年度に導入した大阪市教育委員会の事例があり、教員 1人１台のパソコンを全教員

分 12,300 台配備し、モデル校の 31 校で校務システムの試験導入を行い、校務の効率化と校務の所要時間を短縮できる

かを検証した。その結果、教頭は年間 136.3時間（1日当たり 34分）、教員は 168.1時間（1日当たり 42分）の時短効

果があった。これをモデルに全国的に校務システム配備を進めたい意向。 

	

「専門職業大学」	 ★	

2014 年 7 月に出された教育再生実行会議の第 5 次提言を受けて具体化を検討してきた、文部科学省の有識者会議は、

実践的な職業教育を行う大学・短大と同レベルの「専門職業大学」を新たにつくるべきだという提言をまとめた。専門高

校卒業生やスキルアップをめざす社会人らを対象とし、卒業生には学位を授与して社会的な認知度を向上させるねらい。

企業での職業訓練の機会が減少する中、仕事に必要な高度化、複雑化した知識や技術を身につけた人材が求められる実態

に対応するには、大学レベルの職業教育期間が必要と判断したもの。これまで実践的な職業教育は、専門学校が中心に担

ってきた。だが、大学のように教育内容の質を保証する制度がなく、質がまちまちなうえ、学位がとれないという課題も

あった。	

提言では、新しい教育期間の名称を「専門職業大学」や「専門職大学」などとし、就業年限を２～４年とした。年限に応

じて、大学卒業者に与えられる「学士」や、短大卒業者に与えられる「短期大学士」と同様の学位を授与する。教育方法

は、講義よりも実習や実技・実験などを重視し、課題解決型の学習を取り入れる。企業への長期就業体験の参加も積極的

に行うよう求めた。教員については、 先端の実務内容を指導できる人材の確保が望ましいと指摘した。今後、中教審で

審議したあと、学校教育法を改正する見通し。	

	

高大接続と大学入試改革	 ★	

従来の大学入試センター試験に代わり、高校での学習状況を測る「高等学校基礎学力テスト」と、大学入学希望者の「思

考力・判断力・表現力」といった課題解決能力を評価する「大学入学希望者学力評価テスト」を導入する。高等学校基礎

学力テストは、2019 年度、大学入学希望者学力評価テストは 2020 年度から導入する。	

グローバル化や少子高齢化などを背景に、これからの子どもたちには、●基礎的な知識・技能、●それらを活用して課題

を解決するために必要な思考力・判断力・表現力などの能力、●主体的に学習に取り組む態度――の３要素を備えた「確

かな学力」が必要と指摘。さらに、高校教育・大学教育檀家で、●教養や行動規範を身に付け、主体的に活動する「豊か

な人間性」、●自己管理能力や精神力を含めた「健康・体力」、●「主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度」など

「確かな学力」――の３点から成る「生きる力」をはぐくむべきだとした。こうした力を育成するため、高校教育、大学

教育、大学入試の一体的な改革が必要と強調。具体的には、高校教育について、「国家と社会の形成者となるための教養

と行動規範を身に付けるとともに、自分の夢や目標をもって主体的に学ぶことのできる環境を整備する」とし、「アクテ



45 

ィブ・ラーニングの飛躍的充実」を提言した。大学教育についても、「主体性をもって多様な人々と協力して学ぶことの

できるアクティブ・ラーニングへと質的に転換する」とした。	

	

2020 年度から新しい大学入試スタート	

２つの新テスト高等学校基礎学力テスト、大学入学希望者学力評価テストを中心としながら、高校教育改革、大学教育

改革など、かつてない総合的な改革。	

【高校教育改革】	

●	高校学習指導要領の改訂、「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善、生徒の資質・能力の多面的な評価

を推進	

●	多様な学習成果の測定ツールとして、基礎学力の確実な習得と学習意欲の喚起を図るための「高等学校基礎学力テ

スト」を導入	

【高等学校基礎学力テスト】	

●	2019 年度から実施。2023 年度から次期学習指導要領に基づくテストに移行	

●	2019～2022 年度は「試行実施期」と位置づけ、大学入学者選抜や就職には用いない	

●	受検は学校単位を基本に、個人単位でも可能	

●	対象教科・科目は、国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語の必修科目を基本とする	

●	受検の学年や時期、教科・科目等は、学校または設置者が適切に判断できる仕組みとする	

【大学教育改革】	

●各大学が、「ディプロマ・ポリシー」（卒業認定・学位授与の方針）、「カリキュラム・ポリシー」（教育	

編成・実施の方針）、「アドミッション・ポリシー」（入学者受け入れの方針）の一体的な策定を行う	

【大学入学希望者学力評価テスト】	

●	2020 年度から実施。2024 年度実施分から次期学習指導要領に基づくテストに移行	

●	現行学習指導要領下で実施する 2020～2023 年度の出題科目数は、できるだけ簡素化	

●	マークシート式問題の改善を図るとともに、記述式問題導入の具体的方策を今後さらに検討	

●	記述式問題の対象教科は、当面、国語、数学とし、特に国語を優先させる	

	

多文化教育	

アメリカ合衆国憲法と独立宣言に示されている自由、平等、正義、公正、人間の尊厳という哲学的理念の上に構築され

た概念で、1960 年代以降、主にアメリカで、その後イギリス、カナダで発展してきた。人種、エスニシティ、社会・経

済的階層、ジェンダー、性的指向性、障害などにおける社会的マイノリティの権利を擁護するための教育改革運動であり、

多文化共生の下で生きるすべての市民にとって不可欠な知識、スキル、態度を育てる教育実践である。	

日本では、外国人児童の増加により注目されるようになった。日本に暮らす外国人は 200 万人を超え、学齢期の外国人児

童は約 17 万人と言われている（日本国籍取得者は含まず）。入管法改正により日系人移民の増加が著しく、その子女が日

本の学校になじめないなどの問題が山積している。外国人住民の多い地域では外国人児童が半数を超える学校もあり、多

文化教育の重要性が指摘されている。	

	

中高一貫教育	

	 第二次世界大戦後の日本の教育体系は、小学校 6 年、中学校 3 年、高等学校 3 年のいわゆる「6・3・3」制を採用して

きた。しかし近年その体系の見直しや改革が進み、平成 10 年の学校教育法の改正により、中学校と高等学校が一貫した
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教育課程を実施できるよう制度改正された。中高一貫教育には①「中等教育学校」（6 年間の課程を一つの学校で一体的

に教育する方法）、②「併設型」（同一の設置者が中学校と高等学校を設置し、入学者選抜は行わず接続した方法）、③「連

携型」（市町村立中学校と都道府県立高等学校が教育課程の編成や教員・生徒間交流などの連携を強めた方法）の 3 パタ

ーンがある。なお現在では小中一貫教育や小中高一貫教育の実践研究なども行われている。	

	 このような見直しや改革の背景には、学校段階の区分がさまざまな子どもの発達の実態に即して複線化する意図もある

が、そのほか①学校段階の区分を超え、計画された教育を継続的に行うことで教育の効果を高めること、②高校入試の影

響を受けずに安定した学校生活を送れるようにすること、③早期に優秀な人材を発掘し、育成することなどのねらいもあ

るといえる。	

	

日本語教室	

日本語学校は海外から来日し日本語がわからない人びとのため、ボランティアや行政により運営されているが、学校に

おける設置も急務である。文部科学省は外国につながる生徒が多くいる学校には、日本語などを教える教師を配置してい

る。しかし、それだけでは十分でないため、地方自治体が独自に教師を配置し、日本語教室や国際教室（学級）を設置す

るケースも増えてきている。日本の学校への適応を促すため重要な役割を担う一方、児童自身の母語を教えるなど、バイ

リンガル教育への取り組みもある。	

文部科学省の調査によると外国籍児童の高校進学率は 56.3％となっており、日本国籍児童の 93.1％に比べ低い（外国籍

児童には在日韓国・朝鮮人など日本語を母語とする児童も含まれる。また、不就学児童については反映されていない）。

日本語を母語としない生徒の進学は厳しい状況にあり、日本語教育の拡充が急がれている。	

	

認定こども園（就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設）★	

	 これまで就学前の子どもに対する教育・保育について、監督する官庁が 2つ存在していた。一方は幼稚園を管轄する文

部科学省で、他方は保育所（保育園）を管轄する厚生労働省である。このような中、小学校就学前の子どもの育ちを一貫

して支える観点から、子どもの視点に立ち、「子どもの 善の利益」を第一に考え、幼保一体となった総合施設として「認

定こども園」が設立された。	

	 「認定こども園」は、3～5 歳児を対象として午前中は本来の幼稚園的な教育を行う。その後は夕方までは預かり保育。

0～2 歳児は保育中心で、一日中保育。これには未就園児の短時間保育などが含まれる。早朝と夜間には託児サービスを

実施し、就労支援を行う。さらに、子育て相談や集いの場の提供など子育て支援の活動も行う。このような意味では、幼

稚園でも保育所でもない第三の施設を新たに設けるというよりも、①就学前児童への総合的な幼児教育・保育、②地域に

おける子育て支援の提供施設として構想されているものである。「認定こども園」制度については、平成 18 年 3 月に「就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案」が国会に提出され、6月 9 日に可決成立し（6

月 15 日付公布）、平成 18 年 10 月 1 日より施行されている。	

	

放課後子ども教室	

政府は、小学校の空き教室を利用して子どもを預かる「放課後子ども教室」を 2019 年度までに２万か所に倍増させる。

子育てしやすい環境をつくり、女性の社会進出を後押しするのがねらい。安倍首相は、共働き世帯の小学生を預かる学童

保育の定員についても、2019 年度までに 30 万人分増やす方針を表明した。	

厚生労働省管轄の学童保育は、全国に２万 1482 か所あり、約 89 万人が利用している。だが、希望しても利用できない児

童も全国で約１万人おり、「潜在的にはもっと多い」（厚労省幹部）としている。文部科学省が所管する放課後子ども教室

は、地域のボランティアらが遊びや宿題を指導する目的で始めた事業で、全国１万 376 か所で実施している。政府は子ど
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も教室を倍増させるのに伴い、そのうちの１万か所は空き教室を使い、学童保育と一体的運用を進める方針。	

	

防災教育	 ★	

	 文部科学省で平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災を受け「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者

会議」を設置し、平成 23 年 9 月に中間報告を発表した。その中で『自然災害等の危険に際して自らの命を守り抜くため

「主体的に行動する態度」を育成する防災教育の推進』が急務であるとしている。	

	 防災教育は災害を想定した避難訓練はもちろんのこと、児童・生徒の発達段階に応じて危険を回避する能力と結びつけ

ながら教科等の内容や特別活動等との横断的な関連付けが重視されている。また、学校独自の安全計画のとも結びついて

いることが重視されており、全国の学校で様々な取り組みがなされている。	

	

幼児教育振興アクションプログラム	

	 文部科学省では、昭和 39 年の第 1 次「幼稚園教育振興計画」以来、4 次にわたって幼児教育に関する振興計画等を策

定してきたが、平成 18 年 10 月 4 日に「幼児教育振興アクションプログラム」として新たに策定した。	

	 このプログラムは、幼児教育に関する総合的な行動計画であり、これによって幼稚園教育の条件整備に関する国の施策

を展開していくこととなる。期間は平成 18 年度から 22 年度の 5 年間とするが、幼児教育をめぐる状況の変化を踏まえ、

適宜プログラムの見直しを行うとともに関係施策の実施状況について中間年での評価を行うこととしている。	

	 プログラムの内容としては、①幼稚園・保育所の連携と認定こども園制度の活用の促進、②希望するすべての幼児に対

する充実した幼児教育の提供、③発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実、④教員の資質及び専門性の向上、とい

った項目が盛り込まれる。	

幼・保・小一貫教育	 ★	

	 小学校に入学した児童が、集団で行動したり学校におけるルールを理解できないこと（小 1プロブレム）が原因で、低

学年における学級崩壊が近年多く報告されてきている。この背景について、中央教育審議会は 2005 年の答申で家庭や地

域における教育力の低下が指摘したが、従来の幼児教育（幼稚園・保育園）と初等教育（小学校）との間には集団生活に

対する教育的指導に関する格差があることを指摘する意見もある。	

	 こうした小１プロブレムを打開するため、東京都品川区では 2010 年度から全ての幼稚園・保育所を対象に従前小学校

で指導してきた集団生活に関する指導や読み書き・計算に関する指導を行うようカリキュラムを作成することを決定した。

具体的にはドッジボールやリレー、合奏を通して友達と力を合わせてやり遂げる満足感を体験させたり、ひらがなの読み

書き、1桁の足し算・引き算をことを目標としている。その為小学校の教員が幼稚園や保育所に出向して教えたり、幼稚

園教諭や保育士に認定制度を設け、指導できるよう検討している。	

	

特別支援教育（障害児教育）関連	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
増える特別支援学級と在籍児童・生徒数	

子どもの教育ニーズの多様化などから、個々の障害に応じた特殊教育より複合的・総合的な支援の必要性が叫ばれ、特

別支援教育を法的に位置づけた改正学校教育法が施行されて 10 年を超えた。毎年文部科学省が実施している学校基本調

査によると、学校数や全児童・生徒数は減少する一方で、特別支援学級や特別支援学級在籍児童・生徒数は増加を続けて

いる。	 	 	

平成 28 年度調査では、小学校の学校数（公立学校のみ。国・私立除く）は 20,111 校で、10 年間に約 2600 校減少した。

児童数は 636 万 6785 人で、10 年間で 70 万人減。	

中学校では、学校数が 9555 校（同 635 校減）、生徒数は 313 万 3644 人（同 19 万人減）。	
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一方、平成 28 年度調査で確認された特別支援学級の総数は、小学校で約４万学級、在籍児童は 15 万人を超え、毎年、

1000 を超える学級、7000 人近い児童が増えている。	

中学校では１万 7814 学級、在籍生徒数は約６万 5000 人で、小学校ほどの急激な伸びではないが、毎年 600 学級、3000

人前後の生徒が増えている。	

以上のような状況を背景に、施設・設備や教員の不足に悩む教育委員会・学校が激増している。	

佐賀県のある市の公立小学校は、通常学級が各学年４クラスに対し、特別支援学級は、知的障害学級３クラス、自閉症・

情緒障害学級６クラス、病弱学級１クラスの 10 クラスが設置されている。この市ではこの小学校は例外ではなく、同市

内の８つの小学校のうち半数以上が８クラス以上の特別支援学級を抱えている。	

こうなると、毎年のように特別支援学級を増設しなければならず、施設・設備の整備が追い付かない。従来の教室をパ

ーテーションで２分したり、特別教室を転用したりなどの急場しのぎで対応しているのが現実だ。	

専門性のある教員の不足も課題。特別支援教育の免許状を取得している教員が半数以下のうえ、自閉症や情緒障害に関

する免許状はないため、特別支援教育の免許状をもっていても、担当する児童・生徒に対応できないケースもある。	

	

ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）	

	 ADHD とは、Attention	Deficit	/	Hyperactivity	Disorder の略で、「注意欠陥／多動性障害」を意味する。7歳以前に

現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定されており、年齢や発達に不釣り合い

な注意力、衝動性、多動性を特徴とする行動障害で、社会的な活動や学業に支障をきたすといわれている。	

ADHD に対応するためには、小学生など低年齢段階からの適切な指導が重要であるとともに、生活技能（主として対人関

係技能）を身につけさせることが大切である。その際には、適切な行動に向けての自己管理能力を高めることも求められ

る。また、自信回復や自尊心（自己有能感）の確立、さらには自分で自分の行動を振り返ったり、他者が自分をどう捉え

ているのかを理解させる指導が必要とされる。	

	

ＬＤ（学習障害）	

	 LD とは Learning	Disabilities の略で、「学習障害」を意味する。基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く・

話す・読む・書く・計算する・推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を示す。そ

の原因としては、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害など

の障害や環境的な要因が直接的な原因となるものではないとされている。	

LD（学習障害）をもった子どもに対する指導は、特定の能力の困難に起因する教科学習の遅れを補う指導が中心となると

ともに、ここの児童・生徒の認知能力の特性に着目した指導内容・方法を工夫し、個々の実態に応じた個別指導を行うこ

とが有効であるとされている。	

	

アスペルガー症候群	 ★	

アスペルガー症候群は、自閉症の三つの主症状（社会性の障害、コミュニケーションの障害、想像力の障害およびそれ

に基づく行動の障害）のうち、コミュニケーションの障害が軽微なグループ。知的障害を伴わない自閉症を高機能自閉症

と呼び、かつ、言語発達の遅れのない自閉症をアスペルガー症候群と呼ぶ。両者を高機能広汎性発達障害と呼ぶことも多

い。保育園では、集団行動の枠が比較的緩やかなため、大きなトラブルとなることは少ない。しかし学童期になると、学

校生活のうえで集団行動がとれないことが大きな支障となる。近年、大人のアスペルガー症候群にも注目が集まっている。	

追記：2013 年 5 月、アメリカ精神医学会の診断手引（ＤＳＭ）が 19 年ぶりに改訂となり、ＤＳＭの第５版ではアスペ

ルガー障害の分類がなくなり、自閉症スペクトラム障害に一本化されることになった。	
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高機能自閉症	

	 高機能自閉症とは、３歳くらいまでに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味・関心が狭

く特定のものにこだわることを特徴とする行動障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないもので、中枢神経系

に何らかの要因による機能不全があると推定されている。	

高機能自閉症の児童・生徒には、①光や音、身体接触などの刺激への過敏性がある、②問題を全体的に理解することが不

得意である、③過去の不快な体験を思い出してパニックなどをおこすなどといった特性があることが指摘されており、こ

れらを踏まえた対応が求められる。また、２次的障害が顕著に現れる場合もあることから、特に思春期には丁寧な対応が

重要であるとされる。	

	

	

個別の教育支援計画	 ★	

	 障害のある幼児、児童・生徒の一人ひとりのニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応するという考えのもと、

長期的な視点で乳幼児から学校卒業後までを通じて一貫して的確な支援を行うことを目的として策定される計画を指す。

教育のみならず、福祉、医療、労働などの様々な側面からの取り組みを含め、関係機関、関係部局の密接な連携・協力が

不可欠なため、教育的支援を行うにあたり、支援計画を活用することが意図されている。	

	

特別支援教育	 ★	

	 特別支援教育とは、従来の「特殊教育」が対象とする障害だけでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めた障害のある児

童・生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的なニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上

の困難を改善・克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う新しい教育の枠組みを言う。	

特別支援学校	

平成 18 年の通常国会において、学校教育法一部改正案が可決・成立したのを受けて、これまで特殊教育で取り組んで

きた盲学校、聾学校、養護学校を一元化し、平成 19 年 4 月 1 日より、新たに特別支援学校として運営されることとなっ

ている。	

特別支援学校とは、端的に言うと「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含

む）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難

を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること」（学校教育法第 71 条）を目的とした学校である。	

また、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒

又は幼児の教育に関し必要な助言・援助を行うことが要請されている。	

	

特別支援教育コーディネーター	 ★	

特別支援教育コーディネーターとは、特別な教育ニーズを有する子どもたちやその保護者のための支援を学校全体で効

果的に推進するために、校内及び関係機関との連携・調整を行う教職員のことをいう。	

	 そこで、すべての特別支援学校及び小・中学校において特別支援教育コーディネーターを指名し、校務分掌に明確に位

置付けることが求められている。今後は、引き続き研修等を通じた人材養成を推進しつつ、可能な限りコーディネーター

としての校務に専念できるよう必要な配慮が行われるようにすることや、いじめや不登校等に対応する小・中学校の生徒

指導体制の整備と関連付けた活用も含め、一層の効果的・効率的運用を促す必要があるとされている。	

	 また、特別支援学校においては、センター的機能を担う中核的存在としてコーディネーターが適切に位置付けられ、学
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校内及び関係機関・保護者との連絡調整役としての役割が期待されている。	

	

通級指導	 ★	

	 教育現場では、かねてより通級指導（「教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、障害による学習上

又は生活上の困難を克服するための教育」〈学校教育法 75 条①〉）を行ってきたが、これまでは LD（学習障害）、ADHD（注

意欠陥／多動性障害）の児童・生徒に対しては、法令上明記されていなかった。これを受けて、学校教育法施行規則が一

部改正され、平成 18 年 4 月 1 日より LD、ADHD の児童・生徒に対しても通級指導を行えるよう制度改正している。	

通級による指導の対象とするか否かの判断に当たっては、医学的な診断の有無のみにとらわれることのないよう留意し、

総合的な見地から判断することとされている。また、通級による指導を行うに際しては、必要に応じ、校長、教頭、特別

支援教育コーディネーター、担任教員、その他必要と思われる者で構成する校内委員会において、その必要性を検討する

とともに、文部科学省の委嘱事業である特別支援教育体制推進事業等により各都道府県教育委員会等に設けられた専門家

チームや巡回相談等を活用することが求められる。	

	

教育心理・スクールカウンセリング関係	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

アサーション・トレーニング	

	 自分も相手も大切にした自己表現をするための、コミュニケーションのトレーニング。相手の言い分も尊重しながら、

自分の考えや感情を表現し、円滑な対人関係を形成、維持することを目的とする。キャリア・カウンセリング、医療・看

護、福祉の分野で導入・活用され、学校教育では、生徒指導や健全な発達を促すプログラムとして近年とりあげられるよ

うになってきた。	

	

感情コントロール（アンガーマネジメント）	

	 怒り、不安、悲しみなどのネガティブな感情は、適切に表現することが難しく、うまくコントロールできないと社会的

なトラブルや不適応に結びつくことがある。感情コントロールの力をつけるプログラムとしては、怒りの感情に特化した

アンガーマネジメントが代表的だが、表情ポスターや表情カードを用いた授業実践も学校現場に浸透してきている	

キャリア・カウンセリング	 	

	 職業、キャリアについて、生涯にわたるスパンでの方向づけや選択・決定ができるように、個人や集団に対して援助し、

その発達を促進するためのカウンセリング。学校教育においては、進路に関するキャリア教育、進学・就職のガイダンス

がこれに含まれる。特定の資格がなくてもこのサービスを提供することはできるが、厚生労働省が管轄して資格認定体制

がつくられており、「キャリアコンサルタント」が平成 28 年 4 月より国家資格となった。	

	

グループワーク	

	 人間関係づくりや自己理解・他者理解、人材開発などを目的として、職場研修や学校などの集団で行うワーク。主にデ

ィスカッションやゲームの形式で行われる。学校教育で活用されるプログラムとしては、学級づくりに広く用いられてい

る構成的グループエンカウンター（SGE）をはじめとして、対人関係ゲーム、ラボラトリー方式の体験学習、グループワ

ーク・トレーニング（GWT）、インプロ（即興演劇）などがある。	

	

公認心理師	 ★	

	 国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的として定められた国家資格。保健医療、福祉、教育
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その他の分野において、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察とその結果の分析、心理に関す

る支援を要する者とその関係者に対しての相談・助言・指導その他の援助、心の健康に関する知識の普

及を図るための教育及び情報の提供の業務を行う。文部科学省と厚生労働省の共管で、名称独占資格で

ある。文部科学省は、スクールカウンセラー選考の要件に、公認心理師を新たに加えている。第２回公

認心理師試験は 2019年 8月に予定されている。 
	

子どものメンタルヘルス	 	

	 いじめ、うつ、ひきこもり、虐待体験、発達障害のある子どもの外傷的体験など、近年子どもの心の健康については新

たな様相が見えてきている。そのため、学校においても、児童・生徒の心の健康や発達の状態を把握し促進する活動が、

スクールカウンセラーや養護教諭を中心に実践され始めている。	

	

自己肯定感・自尊感情	 ★	

	 自分のできることできないことなどすべての要素を包括した意味での「自分」を、他者とのかかわり合いを通してかけ

がえのない存在、価値ある存在としてとらえる気持ち。不登校やいじめを経験した子ども、発達的な生きづらさや課題を

抱えている子ども、また問題行動が見られる子どもなどは、自尊感情や自己肯定感が低いことが東京都教職員研修センタ

ーと慶應義塾大学による共同研究で明らかになっている。学習活動、生徒指導など全教育活動にかかわるテーマであり、

校内研究の研究主題としてとりあげられることも多い。	

	

児童虐待	 ★	

児童虐待の定義として、厚生労働省は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の 4類型に
分類している。児童虐待の防止等に関する法律の、平成 16 年の改正では、教育行政や学校に対する役
割規定が明確化された。平成 29年度の全国の児童相談所における相談対応件数は 13万件を超えており
（速報値）、過去 多となっている。心理的虐待の増加、警察からの通告の増加が主な増加要因である。 
	

	

スクール・カウンセリング	

	 学校教育において行われるカウンセリング、またはカウンセリングを生かした活動を総称してこう呼ぶ。スクールカウ

ンセラーだけでなく、教育相談主任・生徒指導主任・学級担任・養護教諭・管理職などが、それぞれの立場を生かして行

っている。	

	

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）	

	 日本では、文科省が「スクールソーシャルワーカー活用事業 2008 年」として予算化し本格的展開となった。特定の資

格制度を有しているものではなく、おもに社会福祉士・精神保健福祉士をはじめ、教員などでソーシャルワークを習得し

た人が担っている。個別の子どもや保護者への指導支援はもとより、学校外の関係機関との連携支援や、学校内の相談支

援体制づくりにも対応することになっている。現在のところ、ＳＳＷはまだまだ知名度が低く、スクールカウンセラー（Ｓ

Ｃ）ほど一般化もしていないが、ＳＣとＳＳＷの効果的な協働を行って成果につなげた事例も見られるようになってきて

いる。	

	

ソーシャル・スキル・トレーニング	 （SST）	 	
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	 人づきあい上の問題を学習性の行動の問題として考え、対人関係の問題やつまずきを改善しようという治療技法。ソー

シャル・スキルとは、人づきあいを円滑に運ぶための諸行動のことであり、「社会性」のような性格や性質に似たもので

はないと考えられる。つまり、人づきあいの仕方は、学習によって習得されたものであることを前提としているのである。

したがって、ソーシャル・スキルは教えることができ、学ばせることができるものである。	

	

チーム支援チーム援助	

	 スクールカウンセラーや複数の教師、保護者等が援助チームをつくり、子どもの援助にあたる支援のあり方。学校心理

学の分野で（チーム学校）提唱されてきた考え方であり、文部科学省が推し進めている「チームとしての学校」はほぼ同

義といえる。	

	

動機づけ（やる気、意欲）	

	 人間の行動が方向づけられるプロセスのこと。教育心理学の“王道”ともいえる研究分野。動機づけを分類する観点の

ひとつに、「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」がある。「外発的動機づけ」に基づいた行動は、主として外からの何

かしらの報酬を得ることが目標となっている行動である。引き起こされる行動は目標を得るための手段という意味を持つ。

一方で「内発的動機づけ」に基づいた行動は、その行動を行うこと自体が目標となっている行動である。何のためにする

のではなく、好奇心や興味・関心などを動機としている。近年では「自律的動機づけ」と「統制的動機づけ」という分類

枠組みも呈示され、外発的動機づけに内発的動機づけが内在化された自律的動機づけが注目されている。（例：働くこと

により自己に価値を見出すなど）	

	

認知行動療法（Cognitive	Behavioral	Therapy:CBT）	 	

	 考え方の癖や不適切な信念に介入することにより、行動の変容を促す心理療法の一つ。医療において

は、主にうつ病の治療に用いられ、保険適用となる場合もある。子どもの教育場面では、この考え方に

もとづくさまざまなワークやプログラムの形で実践されている。 
	

ピア・サポート	

	 仲間（ピア）がともに協力し合う関係をつくるために、学校が一体となって取り組む実践プログラム。予防教育的な生

徒指導として開発・実践され、県や市単位で導入しているところも増えつつある。	

不登校	

	 文部科学省の定義では、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはした

くともできない状況にあること（ただし、病気や経済的な理由によるものを除く）とされている。不登校の子どもの数は

平成 13 年をピークに減少していたが、いま再び増加傾向にある。	

	

※これらのキーワードに応じた棚の構成を検討なされる際は、教育図書出版会会員社の営業担当者にご相談下さい。ふさわしい書籍を

選書のうえ、ご提案いたします。 
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	 昭和 40年（1965年）に、教育書の更なる普及を目的に結成された出版社の団体。 

	 現在は教育書を出版する 12社で活動を行っています。 

（主な活動内容） 

１．教育図書総目録／特別支援教育図書総目録／幼児教育・保育図書総目録の 3 目録の刊行。  

	 	 教育図書総目録については、都道府県教育委員会や大学・公共図書館など約 2,000カ所へ毎年寄贈。	 	 	 	  

２．ト－ハン・日販において会員社の書籍で教育図書セットを展開。（いずれも 12 ヶ月長期扱い）	

	 	 	 展開例	 【2019 年春実施分】※価格は本体予価合計	

	 	 	 	 全分野セット	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 249 点	 	 			 	 	497,022 円	

	 	 	 	 野別セット	 Ａセット	 	学級・学校運営・教育相談・教育学	 	68 点	 	 		 	 	 126,230 円	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ｂセット	 	教科指導・指導要領関連	 	 	96 点	 	 	 		 		210,670 円	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ｃセット	 	保育・家庭教育	 											32 点	 	 							 55,622 円	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ｄセット	 	特別支援教育															53 点	 	 							104,500	円	

３．新刊ニュ－スの発行  

	 	 毎月、教育関係の話題のコラムと共に会員各社の新刊を掲載。全国の書店で拡販に利用頂いています。 

４．新刊ニュース特急便の発行・ご案内（毎月 1 日前後に送信）  

	 	 新刊ニュースに掲載している書籍を店頭に並べていただくよう FAX注文用紙を送信しています。 

５．月刊フェアのご案内（年 6 回）  

	 	 月別に異なるテーマにあわせ会員社で書籍を選書。注文用紙つき書籍明細を新刊ニュースに同封しています。 

６．教育図書出版会ポータルサイトの企画・運営  

	 	 教育界の動向や会員社における教育書の新刊情報などを掲載。各社へジャンプすることもできます。 

	 	 	 ※アドレス http://www.kyouikutosho-shuppankai.com 

7．全国の書店訪問  

	 	 毎年 6月に全国の書店を訪問し、教育書に関する情報交換を行っています。 

2002年 福岡・広島	 ／	 2003年 富山・石川・福井	 ／	 2004年 徳島・愛媛 

2005年 北海道（札幌・小樽）／	 2006年 鹿児島・熊本	 ／	 2007年 宮城・岩手 

2008年 石川・富山	 ／	 2009年 岡山・広島	 ／	 2010年 沖縄	 	  

2011年 北海道（旭川・札幌）	 ／	 2012年 福岡（小倉・博多）／	 2013年 青森・弘前・函館 

2014年 宮崎・鹿児島	 ／ 2015年 岡山・津山・鳥取・島根 

2016年 富山・石川	 	 ／ 2017年 広島 ／2018年	 岩手・宮城	 ／2019年	 北海道 

教育図書出版会 
（事務局）〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-3 

学事出版㈱	 内	 ℡03-3255-0194 

【会員社】 

明石書店／学事出版／仮説社／金子書房／教育出版／子どもの未来社／さくら社／中央法規出版 

／保育社／星の環会／フォーラム・A／ミネルヴァ書房／黎明書房	 	 	 （五十音順） 

 


